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(57)【要約】
【課題】重心箇所での反発性能を抑制しつつ、重心箇所
から離れた箇所での反発性能を向上することができる、
ゴルフクラブヘッドを提供する。
【解決手段】本発明に係るゴルフクラブヘッドは、クラ
ウン部と、フェース部と、ソール部と、を備え、前記ク
ラウン部は、当該クラウン部と前記フェース部との境界
からバック側へ所定の長さの範囲においては、トゥ－ヒ
ール方向の中心付近の平均肉厚が、トゥ側及びヒール側
の平均肉厚よりも大きくなるように形成されている。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クラウン部と、
　フェース部と、
　ソール部と、
を備え、
　前記クラウン部は、当該クラウン部と前記フェース部との境界からバック側へ所定の長
さの範囲においては、トゥ－ヒール方向の中心付近の平均肉厚が、トゥ側及びヒール側の
平均肉厚よりも大きくなるように形成されている、ゴルフクラブヘッド。
【請求項２】
　前記クラウン部は、
　少なくとも、前記フェース部との境界に沿って前記トゥ側からヒール側に延びる箇所に
設けられた厚肉領域と、
　前記厚肉領域よりもバック側に配置され、当該厚肉領域よりも肉厚が小さい、少なくと
も１つの薄肉領域と、
を備え、
　前記厚肉領域の前記境界からのフェース－バック方向の長さは、前記トゥ－ヒール方向
の中心付近が、前記トゥ側及びヒール側よりも長くなるように形成されている、請求項１
に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項３】
　前記トゥ側からヒール側に並ぶ複数の前記薄肉領域を備えており、
　前記トゥ－ヒール方向の中心付近に配置された前記薄肉領域と前記境界との距離が、前
記トゥ側及び前記ヒール側に配置されている前記薄肉領域と前記境界との距離よりも長い
、請求項２に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項４】
　前記クラウン部は、
　少なくとも、前記フェース部との境界に沿って前記トゥ側からヒール側に延びる箇所に
設けられた厚肉領域と、
　前記厚肉領域よりもバック側に配置され、当該厚肉領域よりも肉厚が小さい、少なくと
も１つの薄肉領域と、
を備え、
　前記薄肉領域の肉厚は、前記トゥ－ヒール方向の中心付近が、前記トゥ側及び前記ヒー
ル側よりも大きい、請求項１に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項５】
　前記トゥ側からヒール側に並ぶ複数の前記薄肉領域を備えており、
　前記トゥ－ヒール方向の中心付近に配置されている前記薄肉領域の肉厚は、前記トゥ側
及び前記ヒール側に配置されている前記薄肉領域の肉厚よりも大きい、請求項４に記載の
ゴルフクラブヘッド。
【請求項６】
　前記クラウン部の周縁部分において、前記薄肉領域よりトゥ側及びヒール側の少なくと
も一方には、前記厚肉領域の一部である側部厚肉部が配置されている、請求項１から５の
いずれかに記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項７】
　前記側部厚肉部は、バック側にいくにしたがって、前記トゥ－ヒール方向の長さが短く
なるように形成されている、請求項６に記載のゴルフクラブヘッド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ゴルフクラブヘッドに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　ウッド型のゴルフクラブのヘッドは、従来から、多くの改良がなされてきており、特に
、クラウン部の軽量化については種々の提案がなされている。例えば、特許文献１に開示
されたゴルフクラブヘッドでは、クラウン部に肉厚の小さい複数の領域を形成し、これに
よってクラウン部の軽量化を図っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－３１２９４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、重心の近傍は反発が最も高くなる傾向にあるため、クラウン部において、重
心が投影される箇所（以下、重心箇所という）の近傍の肉厚を小さくすると、反発性能が
大きくなりすぎ、ルールに違反するおそれがある。また、一般的には、重心箇所から離れ
ると、反発が低下する傾向にある。
【０００５】
　本発明は、上記問題を解決するためになされたものであり、重心箇所での反発性能を抑
制しつつ、重心箇所から離れた箇所での反発性能を向上することができる、ゴルフクラブ
ヘッドを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る第１のゴルフクラブヘッドは、クラウン部と、フェース部と、ソール部と
、を備え、前記クラウン部は、当該クラウン部と前記フェース部との境界からバック側へ
所定の長さの範囲においては、トゥ－ヒール方向の中心付近の平均肉厚が、トゥ側及びヒ
ール側の平均肉厚よりも大きくなるように形成されている。
【０００７】
　上記ゴルフクラブヘッドにおいて、前記クラウン部は、少なくとも、前記フェース部と
の境界に沿って前記トゥ側からヒール側に延びる箇所に設けられた厚肉領域と、前記厚肉
領域よりもバック側に配置され、当該厚肉領域よりも肉厚が小さい、少なくとも１つの薄
肉領域と、を備え、前記厚肉領域の前記境界からのフェース－バック方向の長さは、前記
トゥ－ヒール方向の中心付近が、前記トゥ側及びヒール側よりも長くなるように形成され
ているものとすることができる。
【０００８】
　上記ゴルフクラブヘッドにおいては、前記トゥ側からヒール側に並ぶ複数の前記薄肉領
域を備えており、前記トゥ－ヒール方向の中心付近に配置された前記薄肉領域と前記境界
との距離が、前記トゥ側及び前記ヒール側に配置されている前記薄肉領域と前記境界との
距離よりも長いものとすることができる。
【０００９】
　上記ゴルフクラブヘッドにおいて、前記クラウン部は、少なくとも、前記フェース部と
の境界に沿って前記トゥ側からヒール側に延びる箇所に設けられた厚肉領域と、前記厚肉
領域よりもバック側に配置され、当該厚肉領域よりも肉厚が小さい、少なくとも１つの薄
肉領域と、を備え、前記薄肉領域の肉厚は、前記トゥ－ヒール方向の中心付近が、前記ト
ゥ側及び前記ヒール側よりも大きいものとすることができる。
【００１０】
　上記ゴルフクラブヘッドにおいては、前記トゥ側からヒール側に並ぶ複数の前記薄肉領
域を備えており、前記トゥ－ヒール方向の中心付近に配置されている前記薄肉領域の肉厚
は、前記トゥ側及び前記ヒール側に配置されている前記薄肉領域の肉厚よりも大きいもの
とすることができる。
【００１１】
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　上記各ゴルフクラブヘッドにおいては、前記クラウン部の周縁部分において、前記薄肉
領域よりトゥ側及びヒール側の少なくとも一方には、前記厚肉領域の一部である側部厚肉
部が配置することができる。
【００１２】
　上記ゴルフクラブヘッドにおいて、前記側部厚肉部は、バック側にいくにしたがって、
前記トゥ－ヒール方向の長さが短くなるように形成することができる。
【００１３】
　本発明に係る第２のゴルフクラブヘッドは、
　クラウン部と、
　フェース部と、
　ソール部と、
を備え、
　前記クラウン部は、
　少なくとも、前記フェース部との境界に沿って前記トゥ側からヒール側に延びる箇所に
設けられた厚肉領域と、
　前記厚肉領域よりもバック側に配置され、当該厚肉領域よりも肉厚が小さい、少なくと
も１つの薄肉領域と、
を備え、
　前記厚肉領域の前記境界からのフェース－バック方向の長さは、前記トゥ－ヒール方向
の中心付近が、前記トゥ側及びヒール側よりも長くなるように形成されている。
【００１４】
　本発明に係る第３のゴルフクラブヘッドは、
　クラウン部と、
　フェース部と、
　ソール部と、
を備え、
　前記クラウン部は、
　少なくとも、前記フェース部との境界に沿って前記トゥ側からヒール側に延びる箇所に
設けられた厚肉領域と、
　前記厚肉領域よりもバック側に配置され、当該厚肉領域よりも肉厚が小さい、少なくと
も１つの薄肉領域と、
を備え、
　前記薄肉領域の肉厚は、前記トゥ－ヒール方向の中心付近が、前記トゥ側及び前記ヒー
ル側よりも大きい。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、クラウン部において、境界からバック側へ向かう所定の長さの範囲に
おいて、トゥ－ヒール方向の中心付近の平均肉厚が、トゥ側及びヒール側の平均肉厚より
も大きくなっている。そのため、重心から離れた箇所では一般的に反発性能が低下すると
ころ、重心から離れたトゥ側及びヒール側で肉厚の平均が小さくなっているため、反発性
能を向上することができる。一方、重心が位置するトゥ－ヒール方向の中心付近での反発
性能の向上が抑制されるため、ルールを遵守することができる。よって、トゥ側からヒー
ル側に亘る、フェース部全体として、反発性能を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本実施形態に係るゴルフクラブヘッドの基準状態の斜視図である。
【図２】図１の平面図である。
【図３】フェース部の境界を説明する図である。
【図４】第１実施形態に係るゴルフクラブヘッドの組立を示す斜視図である。
【図５】第１実施形態に係るゴルフクラブヘッドの平面図である。
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【図６】第１実施形態に係るゴルフクラブヘッドの他の例を示す平面図である。
【図７】第２実施形態に係るゴルフクラブヘッドを示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　Ａ．第１実施形態
　以下、本発明に係るゴルフクラブヘッドの第１実施形態について、図面を参照しつつ説
明する。
　＜１．ゴルフクラブヘッドの概要＞
　図１に示すように、本実施形態に係るゴルフクラブヘッド（以下、単に「ヘッド」とい
うことがある）は、中空構造であり、フェース部１、クラウン部２、ソール部３、サイド
部４、及びホーゼル部５によって壁面が形成されている。
【００１８】
　フェース部１は、ボールを打撃する面であるフェース面を有しており、クラウン部２は
フェース部１と隣接し、ヘッドの上面を構成する。ソール部３は、ヘッドの底面を構成し
、フェース部１及びサイド部４と隣接する。また、サイド部４は、クラウン部２とソール
部３との間の部位であり、フェース部１のトウ側からヘッドのバック側を通りフェース部
１のヒール側へと延びる部位である。さらに、ホーゼル部５は、クラウン部２のヒール側
に隣接して設けられる部位であり、ゴルフクラブのシャフト（図示省略）が挿入される挿
入孔５１を有している。そして、この挿入孔５１の中心軸線Ｚは、シャフトの軸線に一致
している。ここで説明するヘッドは、ドライバー（＃１）又はフェアウェイウッドといっ
たウッド型であるが、そのタイプは限定されず、いわゆるユーティリティ型及びハイブリ
ッド型等であってもよい。
【００１９】
　ここで、上述した基準状態について説明する。まず、図１及び図２に示すように、上記
中心軸線Ｚが水平面に対して垂直な平面Ｐ１に含まれ、且つ所定のライ角及びリアルロフ
ト角で水平面上にヘッドが載置された状態を基準状態と規定する。そして、上記平面Ｐ１
を基準垂直面Ｐ１と称する。また、図２に示すように、上記基準垂直面Ｐ１と上記水平面
との交線の方向をトウ－ヒール方向と称し、このトウ－ヒール方向に対して垂直であり且
つ上記水平面に対して平行な方向をフェース－バック方向と称することとする。
【００２０】
　本実施形態において、クラウン部２とサイド部４との境界は次のように定義することが
できる。すなわち、クラウン部２とサイド部４との間に稜線が形成されている場合には、
これが境界となる。これに対して、明確な稜線が形成されていない場合には、ヘッドを基
準状態に設置し、これをヘッドの重心の真上から見たときの輪郭が境界となる。また、フ
ェース部１とクラウン部２、ソール部３との境界についても、同様であり、稜線が形成さ
れている場合には、これが境界となる。一方、明確な稜線が形成されていない場合には、
図３（ａ）に示されるように、ヘッド重心ＧとスイートスポットＳＳとを結ぶ直線Ｎを含
む各断面Ｅ１、Ｅ２、Ｅ３…において、図３（ｂ）に示されるように、フェース外面輪郭
線Ｌｆの曲率半径ｒがスイートスポット側からフェース外側に向かって初めて２００ｍｍ
となる位置Ｐｅがフェース部１の周縁（境界）として定義される。なお、スイートスポッ
トＳＳとは、ヘッド重心Ｇを通るフェース面の法線（直線Ｎ）とこのフェース面との交点
である。
【００２１】
　また、本実施形態において、ソール部３とフェース部１、及びソール部３とサイド部４
の境界は次のように定義することができる。すなわち、ソール部３とフェース部１、及び
ソール部３とサイド部４の間に稜線が形成されている場合には、これが境界となる。また
、本実施形態に係るゴルフクラブヘッドでは、サイド部４を有しているが、例えば、サイ
ド部を有さなかったり、サイド部４が明確に判別できずソール部３に含まれており、ソー
ル部３がクラウン部２と直接連結されているような場合には、ソール部３とクラウン部２
との間の稜線が、両者の境界となる。また、明確な稜線が形成されていない場合には、ヘ
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ッドを基準状態に設置し、これをヘッドの重心の真上から見たときの輪郭が境界となる。
【００２２】
　このゴルフクラブヘッドの体積は、例えば、３００ｃｍ3以上であることが好ましく、
４００ｃｍ3以上であることがさらに好ましく、４２０ｃｍ3以上であることが特に好まし
い。このような体積を有するヘッドは、構えた際の安心感が増し、かつ、スイートエリア
及び慣性モーメントを増大させるのに役立つ。なお、ヘッド体積の上限は特に定めないが
、実用上、例えば５００ｃｍ3以下が望ましく、またＲ＆ＡやＵＳＧＡのルール規制に従
う場合には４７０ｃｍ3以下が望ましい。
【００２３】
　また、ヘッドは、例えば、比重がほぼ４．４～４．５程度のチタン合金（Ｔｉ－６Ａｌ
－４Ｖ）で形成することができる。また、チタン合金以外にも、例えばステンレス鋼、マ
レージング鋼、アルミニウム合金、マグネシウム合金、またはアモルファス合金などの中
から１種または２種以上を用いて形成することもできる。このようなゴルフクラブヘッド
は、種々の方法で作製することができるが、例えば、公知のロストワックス精密鋳造法な
どの鋳造によって製造することができる。
【００２４】
　また、本実施形態に係るゴルフクラブヘッドでは、重心の位置を、ヘッドのトゥ－ヒー
ル方向の中心付近に配置している。
【００２５】
　＜２．ゴルフクラブヘッドの組立構造＞
　本実施形態に係るゴルフクラブヘッドは、図４に示すように、クラウン部２、ソール部
３、及びサイド部４を有するヘッド本体１０と、フェース部１及びその周縁から延びる周
縁部１２を有するカップ状に形成されたフェース用部材２０と、を組み立てることで構成
される。このヘッド本体１０は、クラウン部２、ソール部３、及びサイド部４で囲まれた
開口３０を有し、この開口３０を塞ぐようにフェース用部材２０が取り付けられる。すな
わち、フェース用部材２０の周縁部１２の端面が、開口３０の端面と突き合わされ、これ
らが、溶接によって接合される。そして、フェース用部材２０は、ヘッド本体１０の開口
に取付けられることで、ヘッド本体１０と一体化され、これによって、フェース用部材２
０の周縁部１２は、クラウン部２、ソール部３、及びサイド部４の一部として機能する。
したがって、フェース用部材２０の周縁部１２がヘッド本体１０に取付けられることで一
体的に形成される面が、クラウン部２、ソール部３、及びサイド部４を構成する。そのた
め、厳密には、ヘッド本体１０の各部は、これらの一部ではあるが、以下では、これを区
別することなく、ヘッド本体１０の各部も、クラウン部２、ソール部３、及びサイド部４
と称することがある。
【００２６】
　＜３．クラウン部の構造＞
　続いて、図５も参照しつつ、クラウン部２について説明する。図５は、ゴルフクラブヘ
ッドの平面図であるが、特に、クラウン部２において肉厚の相違する領域（後述する薄肉
領域）を破線にて明示している。図４に示すように、クラウン部２は、肉厚の大きい厚肉
領域７と、肉厚の小さい複数（本実施形態では３つ）の薄肉領域６１～６３とで構成され
ている。各薄肉領域６１～６３は、クラウン部２の内壁面（内部空間側の面）に凹部を形
成することで肉厚を小さくしている。以下では、トゥ側からヒール側に並ぶ３つの薄肉領
域を、第１薄肉領域６１、第２薄肉領域６２、及び第３薄肉領域６３と称することとする
。以下、詳細に説明する。
【００２７】
　第１薄肉領域６３は、矩形状に形成されており、トゥ－ヒール方向にフェース用部材２
０のフェース部１と周縁部１２との境界１５（以下、単に境界ということがある）とほぼ
平行に延びる第１辺６１１、トゥ側に向く第２辺６１２、バック側でクラウン部２とサイ
ド部４との境界に沿って延びる第３辺６１３、及びヒール側に向く第４辺６１４を備えて
いる。換言すると、第１薄肉領域６１は、第４辺６１４が第２辺６１２よりも長い台形状



(7) JP 2017-113489 A 2017.6.29

10

20

30

40

50

に形成されている。また、第１辺６１１は、上記境界１５からバック側へ長さＬ１をおい
て形成されている。以下では、厚肉領域７のうち、境界１５と各薄肉領域６１～６３との
間に形成される部分を、フェース側厚肉部７１と称することとする。
【００２８】
　また、第１薄肉領域６１の第２辺６１２は、バック側へ向かってトゥ側へ斜め方向に延
びるように形成されている。すなわち、第１辺６１１と第２辺６１２との交点は、クラウ
ン部２のトゥ側の端縁から所定距離をおいた位置に形成され、バック側にいくにしたがっ
てクラウン部２のトゥ側の端縁に近づくようになっている。これにより、厚肉領域７のう
ち、第１薄肉領域６１よりもトゥ側に配置される部分は、平面視で三角形状に形成されて
いる。以下、これをトゥ側厚肉部（側部厚肉部）７２と称することとする。
【００２９】
　第１薄肉領域６１の第３辺６１３は、第２辺６１２のバック側の端部から、クラウン部
２とサイド部４との境界に沿って円弧状に延びている。そして、第４辺６１４は、第３辺
６１３と第１辺６１１とを結ぶように、直線状に形成されている。すなわち、第４辺６１
４は、第３辺６１３との交点から、フェース側にいくにしたがってヒール側に近づくよう
に傾斜している。但し、第１薄肉領域６１の周縁を構成するこれらの辺は６１１～６１４
は、曲線状に湾曲していてもよい。なお、この点は、以下に説明する第２及び第３薄肉領
域６２，６３の各辺についても同様である。
【００３０】
　次に、第２薄肉領域６２について説明する。第２薄肉領域６２も概ね４辺から成る矩形
状（または扇形状）に形成されており、境界１５とほぼ平行に延びる第１辺６２１、第１
薄肉領域６１の第４辺６１４と平行に延びる第２辺６２２、バック側でクラウン部２とサ
イド部４との境界に沿って延びる第３辺６２３、及びヒール側に向く第４辺６２４を備え
ている。第１辺６２１は、第１薄肉領域６１の第１辺６１１よりもやや短く形成されてお
り、上記境界１５からバック側へ、長さＬ１よりも長い、長さＬ２をおいて形成されてい
る。第２辺６２２は、第１薄肉領域６１の第４辺６１４と平行に延びており、両者の間に
は、厚肉領域が形成されている。この厚肉領域を、第１隙間厚肉部７３と称することとす
る。
【００３１】
　第２薄肉領域６２の第３辺６２３は、第２辺６２２のバック側の端部から、クラウン部
２とサイド部４との境界に沿って円弧状に延びている。この第３辺６２３は、概ねクラウ
ン部２のトゥ－ヒール方向の中央付近を通過し、その中央付近からトゥ側及びヒール側に
概ね均等に延びるように形成されている。そして、第４辺６２４は、第３辺６２３と第１
辺６２１とを結ぶように、直線状に形成されている。すなわち、第４辺６２４は、第３辺
６２３との交点から、フェース側にいくにしたがってトゥ側に近づくように傾斜している
。
【００３２】
　次に、第３薄肉領域６３について説明する。第３薄肉領域６３も概ね矩形状に形成され
ており、境界と１５ほぼ平行に延びる第１辺６３１、第２薄肉領域６２の第４辺６２４と
平行に延びる第２辺６３２、バック側でクラウン部２とサイド部４との境界に沿って延び
る第３辺６３３、及びヒール側に向く第４辺を６３４備えている。換言すると、第３薄肉
領域６３は、第２辺６３２が第４辺６３４よりも長い台形状に形成されている。また、第
１辺６３１は、第１薄肉領域６１の第１辺６１１と概ね同じ長さに形成されており、上記
境界１５からバック側へ、第１薄肉領域と同じ長さＬ１をおいて形成されている。第２辺
６３２は、第２薄肉領域６２の第４辺６２４と平行に延びており、両者の間には、厚肉領
域が形成されている。この厚肉領域を、第２隙間厚肉部７４と称することとする。なお、
第１隙間厚肉部７３の中心を通る仮想線と、第２隙間厚肉部７４の中心を通る仮想線と、
の交点Ｓは、フェース側厚肉部７１において交差している。
【００３３】
　第３薄肉領域６３の第３辺６３３は、第２辺６３２のバック側の端部から、クラウン部
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２とサイド部４との境界に沿って円弧状に延びている。そして、第４辺６３４は、第３辺
６３３と第１辺６３１とを結ぶように、直線状に形成されている。より詳細に説明すると
、第１辺６３１と第４辺６３４との交点は、クラウン部２のヒール側の端縁から所定距離
をおいた位置に形成され、バック側にいくにしたがってクラウン部２のヒール側の端縁に
近づくようになっている。これにより、厚肉領域のうち、第３薄肉領域６３よりもヒール
側に配置される部分は、平面視で三角形状に形成されている。以下、これをヒール側厚肉
部（側部厚肉部）７５と称することとする。
【００３４】
　また、各薄肉領域６１～６３の第３辺６１３，６２３，６３３と、クラウン部２とサイ
ド部４との境界との間には、幅の狭い厚肉領域が形成されている。以下、これを周縁厚肉
部７６と称することとする。
【００３５】
　以上のように、上記各薄肉領域６１～６３は、フェース用部材２０の周縁部２１とクラ
ウン部２との境界１５から離れて形成されているが、その距離は第１薄肉領域６１及び第
３薄肉領域６３が短く、第２薄肉領域６２が長くなっている。例えば、第１薄肉領域６１
の第１辺６１１と境界１５との間の長さＬ１は、５～２５ｍｍであることが好ましい。ま
た、第２薄肉領域６２の第１辺６２１と境界１５との間の長さＬ２は、２０～４０ｍｍで
あることが好ましい。
【００３６】
　また、第１及び第２隙間厚肉部７３，７４の幅は、例えば、５～１５ｍｍとすることが
できる。さらに、周縁厚肉部７６の幅は、例えば、２～２０ｍｍとすることができる。
【００３７】
　クラウン部２において、厚肉領域７の肉厚は、例えば、０．５～０．８ｍｍとすること
ができ、各薄肉領域６１～６３の肉厚は、０．３～０．６ｍｍとすることができる。なお
、各薄肉領域６１～６３と厚肉領域７との間には段差を形成することができるが、このほ
か、各薄肉領域６１～６３の周縁に、肉厚が変化する移行部を設けることもできる。すな
わち、薄肉領域６１～６３から厚肉領域７に向かって肉厚が徐々に厚くなるようにするこ
とができる。このような移行部の幅は、例えば、０．５～１０ｍｍとすることができる。
図５においては、例として、各薄肉領域６１～６３を二重の破線で示しているが、内側の
破線と外側の破線との間を移行部とすることができる。すなわち、内側の破線から外側の
破線へと肉厚が大きくなるようにすることができる。
【００３８】
　また、図５に示すヘッドの平面視において、すべての薄肉領域６１～６３の投影面積Ｓ
１が、クラウン部２の投影面積とホーゼル部５の投影面積との合計である面積Ｓ２に占め
る割合Ｒ（＝Ｓ１／Ｓ２）が、２５～７０％であるのが好ましい。この割合Ｒが２５％よ
り小さくなると、他の部位（例えば、ソール部３など）に移行すべき余剰重量を創出する
ことが難しくなる。そのため、割合Ｒは、３０％以上がより好ましく、４０％以上が特に
好ましい。一方、割合Ｒが７０％より大きくなると、鋳造性が低下してしまう。そのため
、割合Ｒは、６５％以下がより好ましく、６０％以下が特に好ましい。例えば、ドライバ
ーの場合、上記面積Ｓ２は、８０～１２０ｃｍ2程度となる。
【００３９】
　＜４．製造方法＞
　上記のように構成されたゴルフクラブヘッドは、種々の方法で作製することができるが
、例えば、次のように製造することができる。まず、ヘッド本体１０は、例えば、公知の
ロストワックス精密鋳造法などの鋳造によって製造することができる。一方、フェース用
部材２０は、プレス加工により、製造することができる。そして、ヘッド本体１０と、フ
ェース用部材２０とは、例えば、溶接により接合される。その後、塗装などを行うことで
、ゴルフクラブヘッドが完成する。
【００４０】
　＜５．特徴＞
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　以上の実施形態によれば、次の効果を得ることができる。
（１）フェース用部材２０とクラウン部２との境界１５と各薄肉領域６１～６３との距離
が、第２薄肉領域６２において最も大きく、第１及び第３薄肉領域６１，６３において小
さくなっている。これにより、本実施形態に係るクラウン部２では、境界１５からバック
側へ向かう所定の長さの範囲（例えば、５～２５ｍｍの反発（変形）に寄与する範囲であ
り、１０～２０ｍｍの範囲がさらに寄与する）において、肉厚の平均がトゥ－ヒール方向
の中心付近で大きく、トゥ側及びヒール側で小さくなっている。そのため、重心が位置す
るトゥ－ヒール方向の中心付近での反発性能が向上するのを抑制できるため、ルールを遵
守することができる。一方、重心から離れた箇所では一般的に反発性能が低下するところ
、本実施形態においては、トゥ側及びヒール側で肉厚の平均が小さくなっているため、反
発性能を向上することができる。よって、トゥ側からヒール側に亘る、フェース部全体と
して、反発性能を向上することができる。
【００４１】
（２）隣接する薄肉領域６１～６３の間に、フェース－バック方向に延びる第１及び第２
隙間厚肉部７３、７４を形成しているため、薄肉領域６１～６３によるある程度の剛性を
付与することができ、これによって反発性能の低下を防止することができる。また、隙間
厚肉部７３，７４を形成することで、鋳造を行う際に、溶融金属の流路が大きくなるため
、溶融金属を流し込みやすくすることができる。
【００４２】
（３）３つの薄肉領域６１～６３を形成することで、それにより除去された重量をソール
部３などに移すことができ、これによってヘッドの重心を下げることができる。
【００４３】
（４）第１薄肉領域６１のトゥ側及び第３薄肉領域６３のヒール側に、それぞれ、トゥ側
厚肉部７２及びヒール側厚肉部７５を形成している。これらの領域は、鋳造を行う際の湯
口が配置されるため、成形後に研磨が行われる。また、溶接が行われるフェース用部材の
周縁部に近接している。したがって、この領域は、研磨などによって意図せず肉厚が小さ
くなることがあり、これによって割れが生じるおそれがある。そのため、これらの領域の
肉厚を大きくすることで、割れを防止することができる。また、これらの厚肉部７２，７
５は、バック側にいくにしたがってトゥ－ヒール方向の幅が小さくなっている。すなわち
、強度が必要なフェース側では幅を大きくし、強度があまり要求されないバック側で幅が
小さくなっており、これによって、バック側での薄肉領域の面積を大きくすることができ
る。その結果、その肉厚を、例えば、ソール部３側に移すことができる。
【００４４】
　＜６．変形例＞
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるも
のではなく、その趣旨を逸脱しない限りにおいて、種々の変更が可能である。なお、以下
の変形例は適宜、組み合わせることができる。
【００４５】
（１）上記実施形態では、薄肉領域６１～６３の数を３つにしているが、これに限定され
ず、２つ以下、または４以上にすることもできる。薄肉領域６１～６３を複数に分割する
場合、その間の隙間厚肉部７３、７４の形状は特には限定されない。また、薄肉領域６１
～６３の形状も特には限定されず、少なくとも、境界１５との距離がトゥ－ヒール方向の
中心付近（重心が投影される箇所を含む領域）で長くなるように形成されていればよい。
この観点からは、各薄肉領域６１～６３を次のように形成することもできる。例えば、図
６に示すように、境界１５に沿って延び、トゥ－ヒール方向の中心付近で境界１５との間
の長さが長く、トゥ側及びヒール側で短くなるような曲線状の仮想線Ｋを形成する。そし
て、各薄肉領域６１～６３の第１辺６１１，６２１，６３１が、この仮想線Ｋ上に配置さ
れるように形成する。これによっても、上記実施形態と同様の効果を得ることができる。
なお、仮想線Ｋは直線であってもよい。例えば、上記第２薄肉領域６２の第１辺６２１は
、境界１５と平行な直線であるが、曲線（フェース側に凸また凹、あるいは波形）や、折
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線（Ｖ字状、Ｗ字状など）であってもよい。
【００４６】
　また、各薄肉領域６１～６３の第１辺６１１，６２１，６３１を、境界１５と平行な平
行線と、図６のような仮想線Ｋとを組み合わせたものとしたり、複数の段を有したり、あ
るいは曲線を有するなど、種々の形状にすることができる。すなわち、薄肉領域６１～６
３と境界１５との距離が、全体として、トゥ側及びヒール側にいくにしたがって短くなる
ように形成されていればよい。
【００４７】
（２）各薄肉領域６１～６３のバック側は、必ずしもクラウン部２のバック側の周縁（サ
イド部４との境界）に近接していなくてもよく、またその形状も特には限定されない。ま
た、トゥ側厚肉部７２及びヒール側厚肉部７５の形状も三角形状でなくてもよいが、バッ
ク側にいくにしたがって、トゥ－ヒール方向の幅が大きくなることが好ましい。また、ト
ゥ側厚肉部７２及びヒール側厚肉部７５を設けないようにすることもできる。
【００４８】
（３）フェース用部材２０とクラウン部２の境界１５から、各薄肉領域６１～６３の第１
辺６１１，６２１，６３１までの領域、つまりフェース側厚肉部７１の肉厚分布は特には
限定されない。例えば、境界１５から各薄肉領域６１～６３に至るまで、肉厚を一定にし
てもよいし、例えば、バック側にいくにしたがって肉厚が小さくなるようにすることもで
きる。
【００４９】
（４）上記実施形態に係るゴルフクラブの態様は、一例であり、クラウン部２が上記のよ
うに構成されていれば、他の構成は特には限定されない。例えば、上記ゴルフクラブでは
、ヘッド本体１０の開口に対し、カップ状のフェース用部材２０を接合しているが、板状
のフェース部をヘッド本体の開口に嵌め込むことで、ゴルフクラブヘッドを構成すること
もできる。また、クラウン部２に開口を形成し、これにプレートで閉鎖するようにしても
よい。
【００５０】
（５）本発明は、ドライバー、フェアウェイウッド、ユーティリティといったゴルフクラ
ブヘッドに適用することができる。
【００５１】
　Ｂ．第２実施形態
　以下、本発明に係るゴルフクラブヘッドの第２実施形態について、図面を参照しつつ説
明する。
【００５２】
　＜１．クラウン部の構成＞
　第２実施形態が第１実施形態と相違するのは、クラウン部の構成であり、その他の構成
は同じであるため、相違部分のみ説明する。したがって、対応する構成には、同一の名称
を用いて説明したり、同一の符号を付することとする。
【００５３】
　図７に示すように、第２実施形態では、第１実施形態と同様に、厚肉領域７と３つの薄
肉領域６１～６３を有しているが、次の点で相違する。まず、各薄肉領域６１～６３の第
１辺６１１，６２１，６３１は、フェース用部材２０とクラウン部２との境界１５と平行
に延びているが、境界１５との距離Ｌ３（例えば、５～４０ｍｍ）は同じになっている。
次に、各薄肉領域６１～６３の肉厚が相違しており、第２薄肉領域６２の肉厚が大きく、
第１及び第３薄肉領域６１、６３の肉厚が小さくなっている。但し、最も肉厚の大きい第
２薄肉領域６２であっても、厚肉領域７よりは肉厚が小さくなっている。
【００５４】
　第２薄肉領域６２の肉厚は、例えば、０．３５～０．６ｍｍとすることができ、第１及
び第３薄肉領域６１，６３の肉厚は、例えば、０．３～０．６ｍｍとすることができる。
但し、第１及び第３薄肉領域６１，６３の肉厚は、完全に同じでなくてもよく、少なくと
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も第２薄肉領域６２よりも小さければよい。
【００５５】
　＜２．特徴＞
　以上の構成によれば、３つの薄肉領域６１～６３の肉厚が相違し、トゥ－ヒール方向の
中央付近に配置されている第２薄肉領域６２の肉厚が最も大きくなるように形成されてい
る。そのため、中央付近の反発性能の向上を抑制し、トゥ側及びヒール側の反発性能を高
くすることができる。その結果、第１実施形態と同様に、境界１５からバック側へ向かう
所定の長さの範囲（例えば、５～２５ｍｍの反発（変形）に寄与する範囲であり、１０～
２０ｍｍの範囲がさらに寄与する）において、肉厚の平均が中央付近で大きく、トゥ側及
びヒール側で小さくなっている。そのため、重心が位置する中央付近での反発性能の向上
を抑制できるため、ルールを遵守することができる。一方、重心から離れたトゥ側及びヒ
ール側の肉厚の平均が小さくなっているため、重心から離れても反発性能を向上すること
ができる。よって、トゥ側からヒール側に亘る、フェース部全体として、反発性能を向上
することができる。
【００５６】
　＜３．変形例＞
（１）上記実施形態では、薄肉領域６１～６３の数を３つにしているが、これに限定され
ず、２つ以下、または４以上にすることもできる。薄肉領域６１～６３を複数に分割する
場合、その間の隙間厚肉部７３、７４の形状は特には限定されない。また、薄肉領域６１
～６３の形状も特には限定されず、トゥ－ヒール方向の中心付近（重心が投影される箇所
を含む領域）に配置されている薄肉領域の肉厚が大きくなっていればよい。また、各薄肉
領域６１～６３内の肉厚を一定にする以外に、各薄肉領域６１～６３内で肉厚を変化させ
てもよい。すなわち、各薄肉領域６１～６３内で、中心側にいくにしたがって、肉厚が大
きくなるようにしてもよい。例えば、薄肉領域を１つだけ形成し、中心側にいくにしたが
って、肉厚が大きくなるようにしてもよい。また、肉厚が一定の薄肉領域と、肉厚が変化
する薄肉領域を混在させることもできる。
【００５７】
（２）上述した第１実施形態の変形例で示した（２）～（５）は、第２実施形態でも同様
に適用することができる。また、第１実施形態と第２実施形態の構成を混在させることも
できる。すなわち、境界１５と各薄肉領域６１～６３との距離が変化するようにし、且つ
各薄肉領域の６１～６３肉厚が変化するように形成してもよい。
【符号の説明】
【００５８】
１　フェース部
２　クラウン部
５　サイド部
６１　第１薄肉領域
６２　第２薄肉領域
６３　第３薄肉領域
７　　厚肉領域
７２　トゥ側厚肉部（側部厚肉部）
７５　ヒール側厚肉部（側部厚肉部）
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